
 建築基準法施行細則及び岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年12月22日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第74号 

   建築基準法施行細則及び岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則 

 （建築基準法施行細則の一部改正） 

第１条 建築基準法施行細則（昭和47年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （認定申請書）  （認定申請書） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 

２～18 ［略］ ２～18 ［略］  

19 政令第137条の12第６項若しくは第７項又は第137条の16第

２号の規定による認定を受けようとする者は、第１項に規定

する申請書の正本及び副本に省令第１条の３第１項の表一の

(い)の項、(ろ)の項及び同条第１項の表二の(六十一)の項に

掲げる図書を添えて所管する局長に提出しなければならない

。 

19 政令第137条の12第11項若しくは第12項又は第137条の16第

２号の規定による認定を受けようとする者は、第１項に規定

する申請書の正本及び副本に省令第１条の３第１項の表一の

(い)の項、(ろ)の項及び同条第１項の表二の(六十一)の項に

掲げる図書を添えて所管する局長に提出しなければならない

。 

20・21 ［略］ 20・21 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県事務委任及び代決専決規則の一部改正） 

第２条 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び土木部長等専決事項（第５条、第30条、第38条関係） 

別表第８ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び土木部長等専決事項（第５条、第30条、第38条関係） 
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  ［略］           ［略］         

 55 建築基

準法施行

令（昭和

25年政令

第 3 3 8号

）の施行

に関する 

 ［略］       ［略］   55 建築基

準法施行

令（昭和

25年政令

第 3 3 8号

）の施行

に関する 

 ［略］       ［略］  

 第 137条

の12第６

項 

 ［略］    第 137条

の12第11

項 

 ［略］   

 第 137条

の12第７

項 

 ［略］    第 137条

の12第12

項 

 ［略］   



  事務  ［略］      事務  ［略］    

  ［略］           ［略］         

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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